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◉
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京
都
告
示
第
九
百
六
十
五
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
東
金
町
一
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ
い
て
、

環
境
影
響
評
価
書
及
び
そ
の
概
要
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
条
例
第

五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
金
町
一
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合

理
事
長

宮
下

敦
之

葛
飾
区
東
金
町
一
丁
目
十
七
番
二
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

東
金
町
一
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業

高
層
建
築
物
の
新
築

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
葛
飾
区
東
金
町
一
丁
目
に
位
置
す
る
約
二
・
五

四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
事
業
区
域
に
お
い
て
、
集
合
住
宅
、
商
業
施
設
、

公
益
施
設
、
自
動
車
教
習
所
、
公
共
駐
輪
場
、
駐
車
場
等
を
新
築

し
、
複
合
的
な
市
街
地
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

四

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
土
壌
汚
染
、
地
盤
、

水
循
環
、
日
影
、
電
波
障
害
、
風
環
境
、
景
観
、
自
然
と
の
触
れ

合
い
活
動
の
場
、
廃
棄
物
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
に
つ
い
て
評
価
を

行
い
、
そ
の
結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

評
価
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
二
年
七
月
十
六
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

葛
飾
区
環
境
部
環
境
課

葛
飾
区
立
石
五
丁
目
十
三
番
一
号

イ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

ウ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
号
及

び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一

号
）
第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担

当
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
、
廃
止
及
び
休
止
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二
（
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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